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(57)【要約】
【課題】小型化と遮光羽根の強度を高めることを可能に
した光量調節装置を提供すること。
【解決手段】光を透過させる開口が形成された地板と、
前記地板に設けられたガイド軸により前記地板に対し平
行往復運動可能に支持案内された複数の遮光羽根と、前
記複数の光遮光羽根と係合し駆動モータへの通電で回動
することにより前記複数の遮光羽根の少なくとも２つを
互いに相反する方向に平行往復運動させる駆動手段と、
を備え、前記遮光羽根の少なくとも１つが光透過部と遮
光部を有することを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光を透過させる開口が形成された地板と、
前記地板に設けられたガイド軸により前記地板に対し平行往復運動可能に支持案内された
複数の遮光羽根と、
前記複数の光遮光羽根と係合し駆動モータへの通電で回動することにより前記複数の遮光
羽根の少なくとも２つを互いに相反する方向に平行往復運動させる駆動手段と、を備え、
前記遮光羽根の少なくとも１つが光透過部と遮光部を有することを特徴とする光量調節装
置。
【請求項２】
前記遮光羽根の遮光羽根全閉状態において、遮光羽根の遮光部が露光開口を覆っているこ
とを特徴とする請求項１に記載の光量調節装置。
【請求項３】
前記光量調節装置の遮光羽根開放状態において、遮光羽根の光透過部が露光開口に掛かっ
ていることを特徴とする請求項１に記載の光量調節装置。
【請求項４】
前記遮光羽根が、遮光羽根開閉時に光量を調節するために必要な部分のみ遮光されている
ことを特徴とする請求項１に記載の光量調節装置。
【請求項５】
前記遮光羽根が、蒸着もしくは塗装によって加工された遮光部を有していることを特徴と
する請求項１～４のいずれか一項に記載の光量調節部材。
【請求項６】
前記駆動モータが、ステッピングモータであることを特徴とする請求項１～５のいずれか
一項に記載の光量調節装置。
【請求項７】
前記遮光羽根の光透過部には、ＡＲコートが施されていることを特徴とする請求項１～６
のいずれか一項に記載の光量調節装置。
【請求項８】
前記遮光羽根の平行往復運動時に、遮光羽根が夫々異なる段差によって支持されているこ
とを特徴とする請求項１～７のいずれか一項に記載の光量調節装置。
【請求項９】
請求項１～８に記載のいずれか一項に記載の光量調節装置を備えることを特徴とする光学
機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、光路に出入りする光量調節装置、及びこの光量調節装置を備えた光
学機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、デジタルカメラ、ビデオカメラ等に用いられる光学機器等の光量調節装置には、い
わゆるガルバノメータを駆動源とするタイプのものが多く使用されてきた。この絞り機構
では、ガルバノメータの永久磁石であるロータについてホール素子を用いて位置検出し、
その検出結果をフィードバック制御することにより、ロータを目的の位置に作動させて、
絞り制御が行われる。
【０００３】
さらに、デジタルカメラ等でシャッタ機構を必要とするものは上記の絞り制御位置からガ
ルバノメータの永久磁石とコイルで発生する励磁磁界を加えて反発、吸引動作でロータを
回転させて遮光羽根を開閉させてシャッタ動作を行っている。しかし、このように絞り機
構にガルバノメータを駆動源として用いる場合には、シャッタ動作を行ってもスピードが
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遅くて高速秒時化には不向きであった。
【０００４】
　そこで、駆動源としてガルバノメータの代わりにステッピングモータを用いた絞り機構
が考えられる。ステッピングモータを用いた絞り機構は、例えば、ステッピングモータの
回転軸に、直線状の羽根駆動レバーが長さ方向の中央で圧入されている。前記羽根駆動レ
バーの長さ方向の両端部には、駆動ピンが設けられている。各駆動ピンは、スライド可能
に僅かな隙間を有して重ねて配置した２枚の遮光羽根の長さ方向一端側に形成した長孔に
それぞれ係合している。このような絞り機構において、ステッピングモータに所定のパル
スを与えて回転させ、２枚の遮光羽根をそれぞれ互いに反対の方向へ直進運動をさせる。
前記２枚の遮光羽根には共同して絞り開口を形成するための絞り開口部がそれぞれ設けら
れ、２枚の遮光羽根の相互の位置関係によって、地板に形成した開口に対する絞り開口の
大きさを（面積）変化させることにより、光量調節が行われる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－２８８５８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　近年、カメラの小型化、薄型化に伴い、カメラ機構内に搭載される上記のような光量調
節装置に対しても小型化、薄型化の要望が急速に進んできている。ところがそのような要
望に応えるためには地板や遮光羽根の小型化が必要となる。特許文献１を例にすると、遮
光羽根を実施例の切欠き部を持つ形状にすると、遮光羽根、装置全体の小型化が可能であ
るが、遮光羽根の一部の幅が狭くなり、遮光羽根の強度が低下してしまうため、遮光羽根
の耐久性という点で問題が生じる。
【０００７】
　本発明は、このような問題点を解決するためになされたものであり、遮光羽根の強度向
上、小型化を図る上で有利な光量調節装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の光量調節装置は、光を透過させる開口が形成された地板と、前記地板に設けら
れたガイド軸により前記地板に対し平行往復運動可能に支持案内された複数の遮光羽根と
、前記複数の光遮光羽根と係合し駆動モータへの通電で回動することにより前記複数の遮
光羽根の少なくとも２つを互いに相反する方向に平行往復運動させる駆動手段と、を備え
、前記遮光羽根の少なくとも１つが光透過部と遮光部を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明は遮光羽根として光透過部と遮光部を有する光学フィルタを用いることで、耐久
性が向上している。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態を示す光量調節装置の分解斜視図。
【図２】図１の全開状態の遮光羽根を示す図で、（ａ）は第一の遮光羽根のみ、（ｂ）は
第二の遮光羽根のみを示す。
【図３】図１の全閉状態の遮光羽根を示す図で、（ｃ）は第一の遮光羽根のみ、（ｄ）は
第二の遮光羽根のみを示す。
【図４】本発明の第二実施形態に係る遮光羽根の平面図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の実施の形態を、下記実施例によって説明する。
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尚、図１は本実施形態による光量調節装置の分解斜視図である。図２（ａ）は羽根室内部
の第一の遮光羽根を示す図で、羽根開放状態を示す図である。図２（ｂ）は羽根室内部の
第二の遮光羽根を示す図で、羽根開放状態を示す図である。図３（ｃ）は羽根室内部の第
一の遮光羽根を示す図で、羽根全閉状態を示す図である。図３（ｄ）は羽根室内部の第二
の遮光羽根を示す図で、羽根全閉状態を示す図である。図４は光量調節装置に用いる第二
の遮光羽根の図である。
【００１２】
（実施例１）
　図１に示すように、この光量調節装置は、駆動モータであるステッピングモータ８と、
このステッピングモータ８で回動される遮光羽根駆動手段である羽根駆動レバー２と、こ
の羽根駆動レバー２の両端にそれぞれ設けられた第１の駆動ピン２a及び第２の駆動ピン
２ｂと、第１及び第２の駆動ピン２a、２ｂがそれぞれ係合される一対の第１の遮光羽根
３と第２の遮光羽根４と、地板１の片面側に収納配置される一対の第１、第２の遮光羽根
３，４の光軸方向の動きを規制する羽根カバー５と、光量調節装置の基板をなす地板１と
、を備えている。なお、地板１には、一対の第１、第２の遮光羽根３，４を平行移動可能
に支持案内するためのガイド軸６，７が地板１に隔設して設けられている。
【００１３】
　ステッピングモータ８は、円筒外周面にＳ極とＮ極を交互に例えば１０極着磁された不
図示のロータ（ロータマグネット）と、該ロータマグネットに設けられた回動軸９と、前
記ロータマグネットの外周に配置され、９０度の電気的位相差をもつ励磁コイルからなる
２つの電磁石（不図示）とを有している。このステッピングモータ８は、ステッピングモ
ータ駆動回路（不図示）から前記２つの励磁コイルに通電することにより正逆回転する２
相ステッピングモータである。なお、このステッピングモータ８は、地板１に固定ネジ１
０によって締結されている。
【００１４】
　遮光羽根３は、光を透過することができる透明部３ａと、光を遮光することができる遮
光部３ｂを備える。従来、遮光羽根３は切欠き部を持つ形状であったため、強度が低く耐
久性が高くなかった。本実施例では、透明部材の必要な範囲のみ遮光性を持たせることで
、切欠き形状を避け、強度の向上を実現している。また、従来、遮光羽根３は光透過部４
ａが肉抜きされている形状であったため、４c、４dの長穴と肉抜き部の間の幅を耐久性を
確保出来る長さまで広げる必要があった。しかし、本実施例では光透過部も光学フィルタ
の基材があり、肉抜き部が無いため、開口部を遮光するために必要な幅のみを遮光部とす
ればよい。そのため、従来の構造よりガイド軸６，７を地板の開口部の近くに配置するこ
とが可能となり、それに伴い光量調節装置全体の幅方向の小型化も可能となる。
【００１５】
遮光羽根４もまた、遮光部材３と同様に光を透過することができる透明部４ａと、光を遮
光することができる遮光部４ｂを備える。本実施例では、遮光羽根４は透明部４ａと遮光
部４ｂを備える構成となっているが、羽根全体が遮光性を持っている従来技術と同様の羽
根としても良い。
【００１６】
　遮光羽根３，４は、板状の透明なプラスチックに遮光性を有する塗料を部分的に塗布し
て作製することができる。たとえば、30～100μm程度の一般のPET樹脂板材に、カーボン
系の滑り性塗料を遮光部３ｂ，４ｂの両面または片面に塗布して作る方法が挙げられる。
この板材を打ち抜き加工して構成することが可能である。
【００１７】
　別の作製方法としては、打ち抜き加工されたフィルム状の透明部材に、従来技術で用い
られる遮光羽根の部材を遮光部３ｂ、４ｂの形状に加工し前記透明部材に接着する方法が
挙げられる。この場合は、片面に遮光部材を貼り付けると良く、光量調節装置に組む際に
、遮光羽根３，４が互いに摺動する面の反対側に貼り付けると良い。
【００１８】
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　この光量調節装置では、羽根駆動レバー２の回転により一対の遮光羽根３，４が、互い
に相反する方向へ平行往復運動することにより、遮光羽根３，４の遮光部３ｂ、４ｂによ
り絞り開口が形成される。そして、遮光羽根３，４それぞれの位置関係によって、開口の
大きさが変化することにより光量調節が行われるが、羽根は二枚に限らず三枚以上の複数
の羽根によって開口を形成するようにしても良い。
【００１９】
（実施例２）
　本発明による光量調節装置の第２実施形態について図４を参照しながら説明する。
【００２０】
　図４は本実施例で使用する遮光羽根を示している。本実施形態における光量調節装置は
実施例１に対して遮光羽根４が遮光羽根１１に置き換わったものである。
【００２１】
　図４において、１１は遮光羽根であり、遮光羽根４と同様な長穴４ｃ、４ｄ、４ｅを備
える。１１ａは透明部であり、１１ｂは遮光部である。１１ｂは羽根が閉じた際開口部を
覆う部分となる。
【００２２】
　従って、１１ｂの形状としては遮光羽根全閉状態で、地板開口部１ａを覆えればよいた
め、閉じ状態で地板開口部１ａと同心円で、加工公差分を考慮して少し大きくした形状と
すれば遮光部１１ｂの面積
【符号の説明】
【００２３】
１　地板　　　
　１ａ　開口部
２　羽根駆動レバー
２ａ　第１の駆動ピン　　　　２ｂ　第２の駆動ピン
３　第１の遮光羽根
３ａ　透明部　　　３ｂ　遮光部　　　３ｃ、３ｄ、３ｅ　長穴
４　第２の遮光羽根
４ａ　透明部　　　４ｂ　遮光部　　　４ｃ、４ｄ、４ｅ　長穴
５　羽根カバー
５ａ　開口部
６　ガイド軸
７　ガイド軸
８　ステッピングモータ
９　回動軸
１０　固定ネジ
１１　第２の遮光羽根
１１ａ　透明部　　　１１ｂ　遮光部　　　１１ｃ、１１ｄ、１１ｅ　長穴



(6) JP 2017-15997 A 2017.1.19

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

